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国
民
健
康
保
険
税
を
公

平
に
負
担
し
て
い
た
だ
く

た
め
に
行
わ
れ
た
国
の
税

制
改
正
に
伴
い
、
平
成
３１

年
度
か
ら
均
等
割
軽
減
判

定
の
基
準
所
得
額
が
左
表

の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

　

世
帯
主
お
よ
び
１６
歳
以

上
で
国
民
健
康
保
険
に
加

入
さ
れ
て
い
る
方
全
員
の

前
年
中
の
所
得
申
告
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
所

得
の
申
告
を
済
ま
せ
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
軽
減
判
定
は
自

動
で
行
い
ま
す
。
ま
た
、

軽
減
該
当
世
帯
に
は
、
軽

減
後
の
税
額
が
通
知
さ
れ

ま
す
。

b
国
民
健
康
保
険
課
保
険

担
当
☎
９
６
３
＝
９
１
４

６

　

１０
月
か
ら
の
消
費
税
率
引
き
上

げ
に
伴
い
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、

第
１
段
階
〜
第
３
段
階
の
方
の
介

護
保
険
料
を
下
表
の
と
お
り
改
定

し
ま
し
た
。

＊
介
護
保
険
料
の
段
階
は
、
６
月

１４
日
㈮
に
発
送
す
る
納
入
通
知

書
ま
た
は
決
定
通
知
書
に
記
載

し
て
い
ま
す

b
介
護
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
１

６
８

国民健康保険税の
均等割額軽減判定の
基準所得額が変わります

＊（※）は国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者に移行し
た方で、以後、世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいる方

平成３０年度
基準額　５万６，４００円

第１段階

第2段階

第3段階

基準額×０．４５
２万５，３８０円

基準額×０．７
３万９，４８０円

基準額×０．７５
４万２，３００円

平成３１年度
基準額×０．３７５
２万１，１５０円

基準額×０．５７５
３万２，４３０円

基準額×０．７２５
４万８９０円

世帯主および同一世帯内の被保険者
の総所得金額等の合計額

7割軽減

5割軽減

2割軽減

平成30年度

33万円以下

平成31年度から

33万円以下
（変更なし）

33万円＋（27万
5,000円×（世帯
に属する被保険
者数＋世帯に属
する特定同一世
帯所属者数（※）
））以下

33万円＋（28万
円×（世帯に属す
る被保険者数＋
世帯に属する特
定同一世帯所属
者数（※）））以下

33万円＋（50万
円×（世帯に属す
る被保険者数＋
世帯に属する特
定同一世帯所属
者数（※）））以下

33万円＋（51万
円×（世帯に属す
る被保険者数＋
世帯に属する特
定同一世帯所属
者数（※）））以下

均等割額の
軽減措置割合

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
の

　
　
　
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

□
６５
歳
以
上
の
方
へ
介
護
保
険
料
の

　
納
入
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

平
成
３１
年
度
分
の
介
護
保
険
料
が

普
通
徴
収
（
納
付
書
に
よ
る
個
別
納

付
）
の
方
に
は
納
入
通
知
書
を
、
特

別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
）

の
方
ま
た
は
口
座
振
替
の
方
に
は
決

定
通
知
書
を
６
月
１４
日
㈮
に
発
送
し

ま
す
。
特
別
徴
収
の
方
（
年
度
途
中

か
ら
特
別
徴
収
と
な
る
方
を
含
む
）

の
通
知
書
は
、
特
別
徴
収
開
始
通
知

書
を
兼
ね
ま
す
。

b
介
護
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
１
６

８□
休
日
納
付
相
談
窓
口
を
開
き
ま
す

a
６
月
２３
日
㈰
・
３０
日
㈰
、
午
前
９

時
〜
午
後
３
時　

d
b
介
護
保
険
課

（
第
二
庁
舎
１
階
）
☎
９
６
３
＝
９

１
６
８

□
医
療
費
の
お
知
ら
せ
に
つ
い
て

　

医
療
機
関
等
を
受
診
さ
れ
た
方
へ

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
（
平
成
３１
年

１
月
・
２
月
診
療
分
）
」
を
送
付
し

ま
す
。
ご
自
身
の
医
療
費
を
把
握

し
、
健
康
管
理
に
つ
い
て
関
心
を
深

め
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
再
発
行
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９

１
５
４

□
会
社
等
の
健
康
保
険
・
厚
生
年
金

　
に
加
入
で
き
な
い
か
確
認
し
ま
し

　
ょ
う

　

会
社
等
に
勤
務
し
て
い
る
方
が
、

健
康
保
険
や
厚
生
年
金
に
加
入
で
き

る
条
件
を
満
た
し
て
い
て
も
、
国
民

健
康
保
険
や
国
民
年
金
に
加
入
し
て

い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
該
当
す

る
方
は
、
最
寄
り
の
年
金
事
務
所
に

相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

○
正
社
員
、
法
人
の
代
表
者
ま
た
は

役
員

○
次
の
①
〜
⑤
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
。
①
週
の
所
定
労
働
時
間
が
２０

時
間
以
上　

②
勤
務
期
間
が
１
年

以
上
の
見
込
み　

③
月
額
賃
金
が

８
万
８
０
０
０
円
以
上　

④
学
生

以
外　

⑤
従
業
員
５
０
１
人
以
上

の
企
業
に
勤
務
し
て
い
る

○
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や
ア
ル
バ
イ
ト

等
で
、
週
３０
時
間
未
満
で
あ
っ
て

も
、
同
じ
会
社
等
の
正
社
員
の
１

週
間
の
所
定
労
働
の
４
分
の
３
以

上
働
い
て
い
る
（
例
…
正
社
員
が

週
３５
時
間
働
い
て
い
る
場
合
に
週

２８
時
間
以
上
働
い
て
い
る
）

　

な
お
、
会
社
等
の
健
康
保
険
に
加

入
し
た
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
喪

失
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

b
越
谷
年
金
事
務
所
☎
９
６
０
＝
１

１
９
０
、
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６

３
＝
９
１
４
６

□
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

〈
市
・
県
民
税
〉　
平
成
３１
年
度
分

の
納
税
通
知
書
と
納
付
書
（
口
座
振

替
の
方
、
３０
年
度
か
ら
引
き
続
き
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
（
差
し
引
き
）

の
み
の
方
は
納
税
通
知
書
の
み
）
を

６
月
６
日
㈭
（
４
月
１
日
現
在
６５
歳

以
上
で
昨
年
公
的
年
金
所
得
が
あ
っ

た
方
は
６
月
１４
日
㈮
）
に
発
送
し
ま

す〈
国
民
健
康
保
険
税
〉　
平
成
３１
年

度
分
の
納
税
通
知
書
と
納
付
書
（
口

座
振
替
の
方
、
４
月
・
６
月
の
年
金

か
ら
の
特
別
徴
収
（
差
し
引
き
）
の

方
は
納
税
通
知
書
の
み
）
を
６
月
１４

日
㈮
に
発
送
し
ま
す
。
な
お
、
１０
月

か
ら
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
（
差
し

引
き
）
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
（
差
し
引

き
）
を
口
座
振
替
に
変
更
希
望
の
場

合
は
、
７
月
３１
日
㈬
ま
で
に
国
民
健

康
保
険
課
ま
た
は
北
部
・
南
部
出
張

所
へ
ご
申
請
く
だ
さ
い
。
申
請
に
必

要
な
も
の
は
、
保
険
証
、
振
替
口
座

の
通
帳
と
届
出
印
（
新
た
に
口
座
振

替
を
お
申
し
込
み
の
方
の
み
）
で
す

b
市
・
県
民
税
の
課
税
に
つ
い
て
…

市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４
、

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
…
国
民

健
康
保
険
課
（
第
二
庁
舎
１
階
）
☎

９
６
３
＝
９
１
４
６
、
口
座
振
替
・

納
税
に
つ
い
て
…
収
納
課
（
第
二
庁

舎
３
階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
４
１
・

９
１
４
２

□
越
谷
市
税
条
例
を
改
正
し
ま
し
た

　
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

越
谷
市
税
条
例
を
改
正
し
ま
し
た
。

改
正
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

◯
個
人
市
民
税
に
お
け
る
ふ
る
さ
と

　
納
税
制
度
の
見
直
し

　

個
人
市
民
税
に
お
け
る
ふ
る
さ
と

納
税
制
度
に
つ
い
て
、
寄
附
の
募
集

を
適
正
に
行
っ
て
い
な
い
等
の
理
由

で
国
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
地
方

団
体
へ
の
寄
附
は
、
ふ
る
さ
と
納
税

制
度
の
適
用
対
象
外
と
す
る
見
直
し

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
見
直
し
に
よ
り
、
６
月
１
日

㈯
以
後
に
行
う
地
方
団
体
へ
の
寄
附

に
つ
い
て
、
国
の
指
定
を
受
け
て
い

な
い
地
方
団
体
へ
寄
附
し
た
場
合
の

寄
附
金
税
額
控
除
に
お
い
て
は
、
地

方
団
体
へ
の
寄
附
金
額
の
う
ち
、
原

則
と
し
て
２
０
０
０
円
を
超
え
る
額

の
全
額
が
所
得
税
お
よ
び
個
人
住
民

税
か
ら
控
除
さ
れ
る
た
め
の
特
例
控

除
額
の
適
用
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

ふ
る
さ
と
納
税
と
し
て
地
方
団
体

に
寄
附
を
行
う
場
合
は
、
そ
の
地
方

団
体
が
国
の
指
定
を
受
け
て
い
る
か

ど
う
か
を
十
分
に
確
認
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
寄
附
の
際

は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４

□
休
日
納
税
窓
口
を
開
き
ま
す

a
６
月
２
日
㈰
、
１６
日
㈰
、
７
月
７

日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午
後
３
時　

d

b
収
納
課
（
第
二
庁
舎
３
階
）
☎
９

６
３
＝
９
１
４
２

市・県
民
税
、国
民
健
康
保
険
税
の
第
１
期
納
期
限
は
７
月
１
日
㈪
で
す

７
月
の
市
民
課
の
休
日
窓
口
は
７
月
７
日
㈰
で
す

　
市
で
は
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る

方
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
負

担
額
を
軽
減
し
て
い
ま
す
。
該
当
す

る
可
能
性
の
あ
る
方
に
は
、
６
月
中

旬
に
「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

申
請
書
」
ま
た
は
「
介
護
保
険
居
宅

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
減
額
（
免

除
）
申
請
書
」
を
お
送
り
し
ま
す
。

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
で
申
請
書

が
届
か
な
い
場
合
は
、
介
護
保
険
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
介
護
保
険
施
設
、
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
を
利
用
し
た
場
合
の
食

費
・
居
住
費
の
軽
減
に
は
、
添
付
資

料
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

◯
介
護
保
険
施
設
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

　
イ
を
利
用
し
た
際
の
食
費
・
居
住

　
費
の
軽
減

〈
必
要
書
類
〉　
介
護
保
険
負
担
限

度
額
認
定
申
請
書
、
預
金
通
帳
の
写

し
等
、
保
有
資
産
の
内
容
が
分
か
る

書
類

〈
認
定
要
件
〉　
生
活
保
護
受
給
者

ま
た
は
介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
て

い
る
被
保
険
者
の
う
ち
、
次
の
①
〜

③
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
。
①
市

民
税
非
課
税
世
帯
で
介
護
保
険
の
認

定
を
受
け
て
い
る　

②
世
帯
が
分
か

れ
て
い
る
配
偶
者
に
つ
い
て
も
市
民

税
非
課
税　

③
預
貯
金
等
が
単
身
で

１
０
０
０
万
円
以
下
、
夫
婦
で
２
０

０
０
万
円
以
下
（
預
貯
金
等
に
は
信

託
、
有
価
証
券
な
ど
も
含
ま
れ
ま

す
）

＊
右
記
の
要
件
以
外
に
も
、
高
齢
者

　

夫
婦
世
帯
等
で
、
一
方
ま
た
は
両

　

方
が
施
設
入
所
し
た
た
め
に
生
活

　

困
難
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
入
所

　

者
の
食
費
・
居
住
費
が
軽
減
さ
れ

　

る
特
例
措
置
が
あ
り
ま
す

◯
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担

　
額
の
軽
減

〈
必
要
書
類
〉　
介
護
保
険
居
宅
サ

ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
減
額
（
免

除
）
申
請
書

〈
認
定
要
件
〉　
市
民
税
非
課
税
世

帯
で
介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
て
い

る
被
保
険
者
（
生
活
保
護
受
給
者
を

除
く
）

b
介
護
保
険
課
（
第
二
庁
舎
１
階
）

☎
９
６
３
＝
９
１
６
９

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
負
担
額

軽
減
認
定
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
負
担
額

軽
減
認
定
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す

税
・

国
保

の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
の
お
知
ら
せ


